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フィリピン小規模稲作地帯における総合農協の機能と役割

ーカマリネス・スール州コンセプション村の事例

山田みちる

The Role of a Multi-purpose Cooperative in a Small-scale 
Rice Farming Village in the Southeastern Philippines. 
As a case study of Barangay Concepcion in Camarines Sur 

Michiru Yamada 

Summary 

After Agrarian reform 1巴gislationwas passed in the 1990s， rural areas changed. Tenant farmers 

began to amortize their debts or were able to become landowners. During the transition it was neces-

sary for the tenant farmers to have access financial markets. Under such conditions， it is hard to estab-

lish a multi-purpose cooperative because ofthe lack of capital. In this study， we show how the farmers 

were able to establish and maintain a completely functioning multi-purpose co-op through rice farm-

mg. 

In this riωfarming village， there were many farmers paying off their debts after the Agrarian re-

form and some tenancy， but there were no large-scale landowners or powerful merchants. It means 

there wasn't a strong hierarchal social class structure so it's easy ωcreate a functional cooperative 

without any great social upheaval. The Co-op of this village also supplies high yielding rice varieties to 

its members. 

1 concluded that a Co-op must provide a whole range of services， not only finance or credit. A full 

service co-op can keep money cycling through the local economy by providing capital that promotes 

sales， credit， distribution and other service that farmers need. With all these services， the farmers be-

come willing participants in the cooperative. Even if， they have to struggle because of the lack of capi-

tal， it is important for the farmers and the management of the cooperative to create multi-purpose or-

ganization. 

はじめに

フィリピンは20世紀半ばに植民地から独立して

以来，植民地農業生産の構造から脱却しながら，

著しい変化を遂げてきた。

農業生産については， 19世紀から20世紀半ばに

かけて砂糖，ココナッツ，アパカ(マニラ麻)生

産が輸出向けとして重視されていたが，伝統的消

費・食糧作物である米・トウモロコシの生産を強
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化したのは20世紀後半以降のことであった。現在

の土地利用については，稲作， トウモロコシ作，

ココナッツ作で全体の約7割を占め，全国的に作

付けが分布している。他方， 1990年代以降，政府

は本格的に農地改革に着手し，農村の状況は急速

に変化してきた。例えば，一部の地域では地主的

土地所有制の解体が進展し，旧小作人が土地を取

得した。更に技術革新，商業化などがもたらされ

た。そのような変化を通して，農民が直接的な財
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やサービスの供給を必要とする一方で，商人が旧

地主層と癒着して域内市場における資本財の供給

と買付を独占し，農村を支配することもあるとさ

れている。このように，農民の土地の獲得は，農

民の自立化をもたらすと同時に，地主・商人層と

の離反，さらには農民層内部でのこ極化を招いた

とみなされている(註1)。このような1犬況で償

還農民(註2)が経済的に自立することはいまだ

に困難である。今日，商品生産化の過程では農民

層が組織化し，これに対応することが必要とされ

る。特に農村組織としての農協が注目を集めてい

る。

今日のフィリピンにおける農地改革の特徴は，

土地改革というマクロ政策に加えて，農民の自立

に視点をおいた農協の設立を支援するというミク

ロ政策も併行していることである。そのために，

DA (Department of Agriculture :農業省)， DAR 

(Department of Agrarian Reform:農地改革

省)が償還農民の自立を支援するために開発支援

プロジェクトを進めている。具体的には，土地移

転をスムーズに行うための機関の設置，海外から

表ー 1 協同組合登録数と活動状況 (2001年)

域
笠録合計 活動中

地
件数(%) 件数(%)

I 4，124 6.6 1，382 34.4 

E 3，063 4.9 1，741 57.7 
Jレ CAR 1，858 3.0 916 49.9 

E 6，624 10.7 3.847 59.0 
ソ

IV 7，044 11. 4 3，547 50.9 

ン NCR 3，832 6.2 2，062 55.0 

V 3，527 5.7 1，383 39.7 

小計 30，072: 48.5 14，878: 44.2 

VI 4，534 7.3 2，032 45.4 
ピ VlI 2，464 4.0 1，617 66.4 

サ VIlI 3，213 5.2 2，081 65.3 

ヤ 医 2，985 4.8 2，134 72.3 

小計 13， 196: 21. 3 7，864: 23.4 

X 2，362 3.8 1，386 59.6 
、、
XI 6，350 10.2 3，703 58.8 

ン
Xll 3，155 1，198 38.5 

ダ
5.1 

ナ
CARAGA 2，130 3.4 1，253 59.8 

オ ARMM 4，761 7.7 3，361 70.9 

IJ、言十 18，758: 30.2 10，901: 32.4 

全国 62，026: 100.0 33，643: 54.9 

の援助により農業技術の普及や社会的インフラ整

備を行う事業などがある。

東南アジア農村における農民組織としての協同

組合の役割は，重要視されながら資金不足などに

より経営が困難であるとされてきた。とはいえ，

近年，地域のニーズに対応した個別の農協が形成

されつつある。本稿では伝統的稲作地帯における

総合農協に着目し，その機能と役割について考察

する。そのために， 2001年11月と翌年6月の 2回

に渡り，稲作経営についての農家経済，農協の役

割，満足度，要望に関するインタピュー調査を

行った。フィリピンでは稲作が全国的に分布して

いるにも関わらず，セントラル・ルソンを中心と

した稲作先進地帯の研究が進み，辺境・小規模稲

作地帯の実態が不詳であった。このような辺境・

小規模地帯の伝統的稲作農村の実態を把握するこ

とは，今後，一般的な東南アジア農村への理解に

貢献しうると確信するためである。

1.総合農協の存立とカマリネス・スール州

今日の農村の「協同組合」の原型といえるのは，

活動停止 骨平 散 取り消し

件数(%) 件数(%) 件数(%)

1，754 43.6 585 42.3 298 7.4 

838 27.8 129 7.4 309 10.2 

162 8.8 262 28.6 496 27.0 

2，237 34.3 。0.0 439 6.7 
2，732 39.2 665 18.7 3 0.0 

1，688 45.0 。0.0 。0.0 
1，653 47.5 32 2.3 413 11. 9 

11，064: 52.3 1，673: 45.8 1，958: 71.0 

2，161 48.2 121 6.0 3.7 

706 29.0 。0.0 112 4.6 
218 6.8 887 42.6 3 0.1 

563 19.1 。0.0 254 8.6 
3，648 : 17.3 1，008: 27.6 535 : 19.4 

741 31. 9 。0.0 199 8.6 
2，596 41. 2 。0.0 。 0.0 
913 29.3 972 81.1 28 0.9 

804 38.4 。0.0 38 1.8 
1，379 29.1 。0.0 。 0.0 
6，433: 30.4 972: 26.6 265 : 9.6 

21，145: 34.5 3，653 : 10.9 2，758 : 4.5 

資料)CooperativeMonitoI・ingStatisticsasDecember31 2001より作成。
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表-2 地方別登録協同組合の内容 (2001年)

地域 農業総合 非農業総合 信 用 その他

件数(%) 件数(%) 件数(%) 件数(%)

I 2，896 70.2 806 19.5 122 3.0 195 4.7 

E 2，099 68.5 575 18.8 201 6.6 142 4.6 
lレ CAR 1，153 62.1 447 24.1 129 6.9 107 5.8 

E 
ソ

3，609 54.5 1，983 29.9 395 6.0 536 8.1 

W 3，093 43.9 2，834 40.2 454 6.4 593 8.4 

ン NCR 30 0.8 2，338 61. 0 789 20.6 593 15.5 

V 1，983 56.2 993 28.2 226 6.0 279 7.9 

小計 14，863: 49.4 9，976: 33.2 2，316 : 7.7 2，445 : 8.1 

VJ 3，∞4 66.3 981 21. 6 246 5.4 249 5.5 
ビf 四 1，000 40.6 1，061 43.1 149 6.0 225 9.1 

サ 四 1，710 53.2 548 17.1 294 9.2 637 19.8 

ヤ 区 1，456 48.8 1，290 43.2 52 1.7 153 5.1 

小計 7，170 :日.3 3，880: 29.4 741 : 5.6 1，264 : 9.0 
X 1，296 54.9 701 29.7 115 4.9 214 9.1 

、、、
XI 2，412 38.0 2，881 45.4 332 5.2 674 10.6 

ン

ダ
XII 2，165 68.6 646 20.5 99 3.1 201 6.4 

ナ
CARAGA 1，184 55.6 550 25.8 126 5.9 235 11.0 

オ ARMM 4，179 87.8 440 9.2 16 0.3 105 2.2 

小言十 11，236: 59.9 5，218: 27.8 688 : 3.7 1，429 : 7.6 

全国 33，269: 53.6 19，074: 30.8 3，745 : 6.0 5，138 : 8.3 

資料)Nurnber ofRegiustered Cooperatives as ofDecernber 31 2001， CDAより作成。
註 1) (%)は各地域の合計に対するシェア。

註2)rその他jは各地域で0.3-8.3%とシェアが小さく「サービスJr消費Jr生産Jr売買
-取IJIJr実験・研究J組合などが含まれる。
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図ー 1 カマリネス・スール州における総合農協の登録件数と平均人数

資料)List of Agricultural Coop， MPA Carnarines Sur CDA Extension Office， Nagaより作成
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資料)List of Agricultural Coop MPA， Camarines Sur.より作成。

農協の主要事業内容の件数とその他の事業内容

そ の 他 f口b、雪町Jト
米 信用 経営 小計

稲作生産関係 その他の作物 環境 その他 件数

91年 7 6 11 24 精米，濯i既・井戸，貯蔵 再植林 運送 27 

92年 4 5 4 13 トラクター，デイケア 11 

93年 4 2 3 9 井戸港j既 8 

94年 l 2 3 濯i既 5 

95年 2 3 5 10 

96年 4 4 養殖魚，畜産 森林保全 取引，運送 29 

97年 l 1 コーヒ一生産 森林保全 13 

98年 I 3 2 6 生産財 18 

99年 4 2 6 稲作経営 コプラ取引 13 

00年 3 3 6 井戸港i既 乾燥，消費 25 

01年 1 2 :韮i凝 養殖魚 7 

表4

より作成。

おける出資金の確保をしたうえで補助金や設立資

金を与えられて成立するが，登録し，認可される

まで2年程度の時間を要する。

2001年におけるその登録数は全国で62，000件を

上回るが，実際の活動を続けるものは約55%にす

ぎず，約35%は活動停止中である。表 1 (a)には

フィリピンの地域別の登録された協同組合の活動

状況を示しているが，地域的には，ルソン島中部

の属する第3，4地方，第7から11地方以下のピ

サヤ地方， ミンダナオ島に活動中の協同組合が多

い。登録された協同組合の内容を示したのが表一

資料)List of Agricultural Coop， MPA Camarines Sur，CDA Extension Office Naga2002 
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マルコス政権下の1973年に行われた村落組合の形

成政策である「サマハン・ナヨンJ(註3)であ
る。しかし，この政策は一般に失敗であると評価

されてきた。それはこの組織が，農民の経済活動

には影響せず，参加意識が阻害されたこと，貯蓄

・資本形成力が不足していたこと，運営者の資質

が未熟だったこと，政府支援が不十分であったた

めとされている。その後，1990年代以後設置され

たCDA(Cooperative Development Authority : 

協同組合推進庁)などにより本格的な協同組合や

農業協同組合が設立された。協同組合は，農村に
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表5 農協件数と農地改革以前の作物分布率の分布

件数 地
1960年稲作 19ω年アパカ

区 農家率 面積率 農家率 面積率

1 A 3% 1% 

1 A 4% 1% 

l A 7% 3% 1% 1% 

1 B 75% 51よ%

l B 54% 43% 17% 7% 

l C 82% 72% 

I C 46% 33% 1% 1% 

l C 59% 44% 4% 6% 

1 E 21% 11% 31% 24% 

1 F 19% 4% 15% 3% 

2 B 57% 32% 1% 

2 B 8% 2% 9% 2% 

2 C lα)% 94% 

2 D 12% 1% 

3 C 76% 47% 

3 C 42% 30% 

3 C 50% 35% 4% 4% 

3 E 75% 49% 10% 8% 

3 F 17% 2% 3% 

3 G 56% 26% 1% 

4 A 20% 5% 3% 

4 G 24% 5% 6% 1% 

5 B 52% 23% 6% 1% 

5 C 61% 53% 

5 D 10% 2% 24% 6% 

5 G 37% 18% 5% 5% 

6 C 95% 80% 

6 E 34% 9% 52% 32% 

6 G 33% 15% 14% 11% 

6 G 49% 19% 22% 22% 

6 G 48% 33% 3% 1% 

7 E 17% 5% 39% 11% 

8 C 36% 18% 8% 5% 

10 B 52% 31% 2% 

10 G 82% 59% 

18 E 51% 13% 33% 49% 

146 州 39% 17% 11% 7% 

資料)Census of Agriculture Camarines Sur 1960， List of 

Cooperative 2002， CDAより作成

註)2002年の農協総数は163件であるが，所在の不明なも
のがあるため，ここでは146件となっている。

1 (b)である。信用，消費，などの単一の機能をも

つものもあるが， 50%以上が農業総合組合， 30% 

が非農業総合組合であり， r総合農協jとしての
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登録が多い事がわかる。しかし，実際には総合農

協の運営は困難とされている。

今日，地域の必要性に個別に対応した農協が創

設され，現代フィリピンにおける農村の変化に重

要な役割を果たしているが，資金面，人材(経

営)面での問題点は共通した課題であると考えら

れる。特に，登録数が最も多いにも関わらず，資

金的な制限により，実際の総合農協の経営は困難

であると考えられる。また，かつての組織化政策

の「サマハン・ナヨン」は，組織化に対する不信

を与えたとも，今日における組織作りの土台とな

りえたとも考えられ， 30余年を経た現在，それを

再考する試みも必要となろう。

第5地域に属し，ルソン島東南部に位置するカ

マリネス・スール州は19世紀には主要なアパカ

(マニラ麻)産地として発展していた。現在では，

農地面積の5割が米，ココナッツで占められ，そ

のシェアは低下している。また，地理的には台風

の経路であり，肥沃な土壌にもかかわらず作物栽

培が困難で、あり，全般的に農業生産性は低い。こ

のような農業の低生産性地帯でこそ農協の機能が

期待されるのであるが，実際には活動中の協同組

合は40%未満，活動停止のものは46%以上である

州全人口が約160万人であるカマリネス・スー

ル州の農協について2002年現在の登録されている

農協の件数を図-1に示した。登録年，所在地が

定かでないものも含み総数は163件である。全国

的な登録数から人口比率を考慮すると平均的な件

数といえる。登録件数にはばらつきがあるが 1

件当たりの組合員数は減少する傾向にある。表-

3に示した登録された資本金を比較すると 1件

の資本金額は10，000ペソ未満の農協が多く 1人

当たりでは300ペソ未満と計算され，資本不足と

小規模経営の現状が推測される(註4)。次に，

表-4には登録された農協の「主な事業と目的

(Main Business) Jが記載されているものを整理
した。主に「米(籾米)取引 (PalayTrading) J， 

「信用 (Credit，Re一lending)J， r農業生産・経
営 (Agriculture，Production， Farming) Jに関す
る内容のものが主流である。特に「米取引」は

「米生産」とは個別に記載され，稲作生産にとっ

て農協は必要な組織であると考えられる。また信

用事業は農協設立の目的として最も継続的に位置
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付けられている。更に，これらの主要な3事業に

加えて，稲作生産に特化したもの，養殖やコー

ヒ一生産に関するもの，森林保全を目指すもの，

など従来の農業に加えて少数ではあるが新しい目

的と機能を持つ農協が設立され始めている。

このような農協の登録を地区と伝統的作物産地

と整理したのが表 5である。 1960年とは，農地

改革以前の状況を示すと考えられる。当時の作付

けと現在の農協存立との関連づけると， 1)稲作

率の高い地区には，農協件数の高い地区と低い地

区がある. 2)旧アパカ地区にも 1件の地区があ

るが，比較的3件以上の設立がみられる。

このことで，第1に稲作地帯では農協の成立し

やすい地域と成立しにくい地域があること指摘で

きる。また，アパカ地帯については農協設立が旧

土地なし労働者層によるアパカ・プランテーショ

ン地帯を対象とした農地改革プロジェクトによる

組織支援の成果があることを示している。

このように，近年のカマリネス・スール州にお

ける農協の特徴として，稲作地帯の農協，小規模

ながら新しい目的をもっ農協の増加，また，農地

改革の支援を背景とするもの，という 3分類がな

され，設立要因として，稲作生産に関連する農協，

農地改革に伴うアパカ・プランテーションからの

自立を支援する農協の2つのタイプに分類できる。

以下では，稲作地帯の優良総合農協に着目する。

この農協は1991年に設立され，資本金，人数規模

ともに州内の最大クラスと位置付けられる。それ

がどのような機能をもち，どのように存続しえた

のかを考察する。

2.稲作農協 CUFCIリマナン町コンセプショ

ン村の事例

1 )コンセプション村の特徴

南カマリネス州リマナン町は，ナト|内でも有数の

スペイン統治以来の稲作地帯である。それは，豊

富な水量と台風による洪水多発地域であるため，

米以外の作物栽培が困難な事情にもよる。

リマナン町には75の村落(パランガイ)がある

が，コンセプション村の人口は約1，755人 (2000

年)， 365世帯であり約450haの面積の 8割以上が

水田で占められている。村人の殆どが農業により

所得を得ている。稲作農村として， 1971年に農地
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表6 コンセプション村 規模別農家層の特徴

件数 住居 湛i段 収量(仙la)

村内村外 共 私 雨期乾期

lOha以上 2 2 。2 o 1 4.4 4.5 
5.0-7.0ha 8 7 I 6 2 1 4.4 4.5 

3.0-5.0ha 19 16 3 13 5 1 4.1 4.4 

2. 0-3. Oha 21 18 3 16 5 1 4.2 4.3 

1. 0-2. Oha 66 62 4 47 19 4.1 4.3 

1.0ha未満 14 14 。11 3 1 4.0 4.1 
合計・平均 130 119 11 95 M 4.1 4.3 

資料)2001 Agricultural MAKAMASA-Rice program， 
Masterlist of Farmers Municipal 0飯田 ofAgricul-
ture， Libmanan2000 より作成c

表7 調査対象農家 規模別農家層の特徴

土地所有 収量(凶la)

所有 償還 定額 分益 合計 雨期 乾期

10ha以上 2 2 2m) 5.5 6.0 

5.0-7.0ha I 1 11誼1) 2.0 2.0 

3.0-5.0ha 2 1 1 13註2) 3.5 3.8 

2.0-3.0ha l I 2 1 14註2) 4.3 5.5 

1.0-2.0ha I 3註3) 2.8 3.1 

1.0ha未満 3 216註4) 3.1 4.9 

合計 4 7 5 5 1 19 3.5 4.5 

資料)2001年現地聞き取り調査より作成。
註1)それぞれ同一人物が「所有」と「定額小作」または

「分益小作jの両者に属している。

註2)同一人物が「償還」と「分益jに属している。
註3)3名のうち2名の状況が不明。
註4) 6名のうち 1名の状況が不明。

改革の対象となる以前，この村は28の区画に分割

され，それぞれ地主経営がなされていた。当時の

農民は，小作農または土地なし労働者であった。

村内には22人の地主がいたが，現在では村外にい

る者が多い。以下では，コンセプション村で無作

為に抽出した20名の農家と農協の調査をもとに考

察する。

統計によるこの村の130戸の所有面積・収量概

況を表-6に規模別に表した。全体的に 2ha未

満の層が主体である。全国の平均規模は1.3haで

あるため，平均的には全国規模を上回っていると

いえる。村内に土地を保有する者のうち，大規模

層には在付者が多い。大土地所有者が不在地主と

して他出しているとはいえない状況である。村の

多くが共有のi墓i既設備を利用しているが，一部に

私用の濯概ポンプを所有するものもある。籾単収
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表8 土地規模と保有形態

土地保有形態の変遷

規模階層 戸数
以則 70年代 80年代 90年代 現在

lOha以上 2 
定額 I¥  

{賞i窒 l ¥ 
註 1) ~ 2 所有

5.0~7.0ha 
1 分益 l 、

註2) 所有
回、 l

分益 l 、、
h 

3.0~5.0ha 3 定額 l 

償還 2 

分益 1 

2.0~3.0ha 
4 定額 I 2 

註3) 償還 1 _ 

r-----...-¥ 
所有 ーl
分益 l 、、、

1. 0~2.0ha 3 定額 「‘ 2 

償還 1 

分益 1 

1.0ha未満 6 償還 4 

所有 l 

出所)前出と同じ。

註1)70年代にすでに償還農だった者と定額小作であった者が，それぞれ引き継ぎつ

つ.80年代には所有者にもなった。

註2)70年代に分益小作であった者が.80年代には分益小作を引き継ぎつつ，所有者
となった。

註 3)80年代に「分益小作」と「償還農jを同時に始めた者がいる。

は，平均約4叫laであるが，2000年の農業統計に

よれば1999年の全国の平均値が3.4叶laとされて

いるため，全体的に高い収量を示しているといえ

る。表一 7では調査対象者の土地保有規模と所有

タイプがあげられている。回答した19名のっ

ち， 9名が少なくとも償還中である。比較的大規

模層には償還を終わらせて土地所有者となった者

が見られる。中には償還を続けながら，或いは土

地保有とは別に小作となる者も見られる。サンプ

ルが少ないのであるが，収量はlOha以上層の単

収が極端に高い。 3ha以上層では低い者もあ

り， 2ha-3ha層の単収もまた高く，一概に面

積規模と収量が比例しているとは言い切れない。

また，種子の入手に関しては， 3ha未満層に

IRRI (International Rice Research Institu-

tion:国際稲作研究所)からの直接購入が見ら

れ， 1ha未満層には農民間での売買・交換が多

い。全体に収量の差は小さいのであるが，農協に

よる技術(優良品種)が全般に利用されているこ
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と，小規模層は農協を利用しつつ，農民間での売

買・交換を通して優良品種を選択しているためと

考えられる。土地面積の規模に関わらず，農民が

IRRIや DA(Department of Agriculture :農業

省)などに直接的にアクセスできるのも特徴であ

る。

表-8に示した土地保有形態の変遷を見ると，

農地改革のあった1970年代に償還農民となる者が

多く，そのうち80年代から90年代にかけて償還を

終えて土地所有者となったのが5戸であり，7戸は

償還農民のまま支払いを続けている。一方で， 70 

年代， 80年代を通して，定額小作・分益小作を選

択する農家も存在している。 1980年代に定額小作

となった農家は，おそらく償還の見通しがつき，

追加的な土地耕作を考えたものであろう。小作農

のままでいる者の中には，農業による生計の維持

に限界を感じ，出稼ぎなどの収入に依存する場合

が多いようである。また， 1 ha未満層に「所

有」とする農家は無い。小規模層は小作農に留ま
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表9(a) 規模別 償還金と返済状況

面積規模 金額 年数 支払額/年

lOha以上

5.0-7.0ha 

3.0-5.0ha 30，000-36，∞o 25 2，900-3，。∞

2.0-3.0ha 14，000-18，000 10-20 400-1，500 

1. 0-2. Oha 不明 1，250 

1.0ha未満 。-4，000 15-25 240-1，250 

出所)前出と同じ。

表9(b) 規模による小作形態

|年齢/1小作時 ! 地主
性別 定額 分益 名前 住居

10.0 50/男 l 

5.0 48/男 l 町内

3.0 40/男 1 

2.2 45/男 1 親類 町内

2.0 72/女 I 

2.0 57/男 1 

1.8 50/男 I 

1.3 73/男 1 

0.5 47/男 1 親類 海外

出所)前出と同じ。

註) 1 Cavan=50kg 籾米)

る傾向がある。表 9 (a)には償還金の支払い状況

を示し，表 9(b)には小作料の状況を示した。償

還の金額は土地条件により決められるが，上位層

ほど金額が高い。年間支払い金額は小規模層ほど

少額であるが償還のペースが遅い。小規模農家に

とっては，償還金の支払いが困難であると考えら

れる。小作料について9名の農家を整理すると，

分益小作より定額小作形態が多い。地主として親

類関係のあるものは2名のみである。地主の住居

は海外と答えた者がl名，リマナン町内の者が2

名である。小作料に関しては小規模層ほど負担率

が高く，契約形式も大規模層が口頭であるのに対

して文書による契約が多い。このような規模によ

る返済の困難性・信頼度が伺われる。

規模による収量の比較では， 10ha以上の極端

な大規模層を除いては，極端な収量の格差が見ら

れなかったが，償還金の支払いや小作契約の条件

などでは，小規模層にとって困難が状況があるこ

とが見受けられる。

2 )稲作経営

利子率 支払い済み 備 考

85年に終了

終了

不明 収穫毎

14，0∞~ 600ベソ/年，収穫毎など

70年代より

12%/年 4，000-5，000 銀行に利子，収穫毎

小作料

小作料 年数 方法 備考

15cavlha '82ー 口頭 他に所有地

75% 他に償還地

15cavlha '85ー 口頭 収穫毎

20% 他に償還地

30cavlha 文書 年間

28cav/年 '75- 文書

25% 文書

3cav/年

フィリピンには雨期 (6月-11月)と乾期(12

月-5月)の2期があり， i墓i既設備さえあれば2

期作が可能である。 12月より整地・砕土，移植，

施肥，除草，などを得て 5月に収穫される。そ

して 6月より再び雨期の作業サイクルに入る。

ここで，ある農家の例を取り上げる。この農家

は. 3haを所有し，村でサリサリストア(小商

庖)とピリヤード場を経営している。収入はサリ

サリストアと，ビリヤード場による収益が大きい

が，主な仕事は農業である。償還農として1975年

から毎年2，000ペソ/haを土地銀行に支払い，残

額は約20，000ペソである(表一10)。

稲作作業の初めに，農協で資金(現金)を借入

する。農協からの借入は，農業生産に関わる資金

と限定され，生産資材の大方を農協から購入する。

農協が，農村内部にあり，便利で低価格であると

考えるためである。この際必要な資材とは，種子，

肥料，殺虫剤・除草剤であり，必要な金額を農協

より現金で借入し，これを用いて農協より購入す

る。 3haの農地で，整地・砕土は，家族で行い，

トラクターを農協より借用し， 1haあたり 4-5
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表10 ある農民の農家経済

名前

3ha 土地面積

償還金

投入財

2，000ベソ/ha*3/年 残額20，0∞ベソ

種子

肥料 14-14-14bakl 3 bag/ha* 3 

Urea 2 bag/ha* 3 

除草剤

防虫剤

殺虫剤

1， OOOmllha * 3 (状態による)

3000ベソ

460/bag* 3 

470/bag* 2 

520/ha* 3 

1，00臼nllha*5 (状態による) l，2oo/ha* 5 

10/bag* 132 

4/bag*132 

14，728ベソ

移送コスト

/J、計

整地

賃金

トライシクル

家族

トラクター(借) I 19，∞0ベソ

移植 |日ベ、ノ/tapong*3 -4日/10-20人 12，375ベソ

収穫 収穫の 1/14)

精米

i甚I既費用 2， 500/ha* 3 (収穫後) 7，500ペソ

53，605ベソ

14，500kg 

合計

生産

生産性

販売単価

販売金額

2.9t1ha 

P5.5/P8.0 

その他の収入 サリサリストア，ビリアード場

家畜

P66，∞O/P96，ooO 

2，400* 12 

4，∞D 

出稼ぎ(マニラ， 1人)

家族数 I 9人

資料)2002年6月聞き取り調査より作成。
註)33tapong= 1 ha 
註)最大値で計算。

日で行う。移植には10人~20人を 3~4 日間雇用

する。その後，施肥や殺虫剤の散布を家族で実施

する。除草は 5 人~lO人でほぼ 2 週間行う。収穫

でも同様に雇用するが，収穫時のみ，支払いは現

物支給である。収穫された米は，村の中の農協に

トライシクルで運ばれ，精米され，この際に精米

で借入金を返済する。農協までの移送費は規定の

移送代を運転手に支払うが，距離により金額が異

なるため，村内に農協があるのは移送費の節約に

もつながる。農協における米価は，市場価格を基

準にしている。この後農協は，精米を州内の流通

業社や NFA(National Food Authority :国家食

糧庁)へ販売する。このように農協が村内にある

ことは，農民にとって地理的に便利で、あり，資金
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借入，施設の利用，販売面などで欠かせない役割

を果たしているo

この農家の場合，農作業の必要のない時は，い

つもサリサリストアの仕事を行うため，周年の仕

事・所得がある。この他に，リマナン町とコンセ

プション村の聞のパージャック(人力車)の運転，

大工，村落・農協役員など，村内における副業を

行う農家が多く，村外の出稼ぎ収入には至らない

が，コンスタントに得られる重要な所得源となっ

ている。

3 )農協組織

この村落の農協である CUFCI(Concepcion 

Umalu Farmers Cooperative:コンセプション
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進重量組合

出資金
P2，500/5年
(P500/年/人)

図-2 CUFCI組織図

出所)CUFCI内資料より作成。

村地域農協)は， 1975年に設立された濯i既組合

(NIA:国家i産税局による)と元来の「サマハン

・ナヨン」を発端として合併し，1991年に総合農

協として発足した。発足時の5人の中心人物のう

ちl人は，村で米取引業を行い，州の学費援助に

よりハワイの∞llageに留学経験を持つ現在40代

の農民が含まれている。発足時の加入者は170名

であったが， 1999年には202名になった。農協は

村のほぼ中央に位置し，コンクリート立ての事務

所と計量器などを備える倉庫を有している。

図-3に示したとおり，この農協には組合員に

よる総会が年に 1度開かれる。そのうち，年に 1

度の選挙により役員 (director)が7名選出され

る。この中で，農協の議長 (director)，副議長

が決定される。通常，農作業の無いときは，役員

は事務所に常駐し，農民との情報交換などを行う。

また，農民が米を販売する際には等級分けを行う。

この等級は，日照時間などによる品質で分類され

る。農協の重要な事業として営農指導があるが，

ここでは副議長が教育部門を担当し，年に2回，

政府機関や研究機関などから専門家を招蒋して講

義を行う。この内容は，どのように経営するか，

どの種子が優良でEあるか，といった内容である。

役員の下には，それぞれ3名から成る 4委員会が

あり，信用委員会，選挙委員会，管理・統治委員

会，監査委員会に分けられる。その委員は年に I
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表11 農協加入と満足度

加入年次 人数 目 的 満足度

'72 1 O 
'75 1 農民支援 O 

l X 

'80 l O 
'84 I O 
'86 4 滋i陵，政府支援 O 

l 多目的 O.ム
'87 l 必需品の支援 O 
'89 l 多目的 O 
'90 l 施設利用 O 
'93 l 

'00 l × 

不明 2 サービス， i産税 O 
l 多目的 ム

1 信用の必要が無い

出所)聞き取り調査による

註)満足度は， 0=満足，ム=中立， x=不満を示す。

度の選挙により選出され， 2年の再任が可能であ

る。これらの各委員の任期は短いが，そうするこ

とでより多くのメンバーが委員として農協の運営

に携わることが可能となる(註5)。出資金はl

名5年間で2，500ペソ (500ペソ/年)とされてい

るが，毎月の生活費が3，000ペソから6，000ペソの

生活を送る農民にとっては，支払いが容易な金額

である。村内の80%が加入しているというが，そ

のうち20名の評価のうち，ほとんどが「満足」で

あった(表-11)。
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表12 種子の入手

| Coop I DA 農民 IIRRI 
回答数 9 3 8 3 

出所)前出に同じ。

註)I農民」とは，近隣農家との種子の交換，次世代種子
の利用を含む。ただし，比較的低所得層に多く見られる。

4 )農協の機能と役割

この村には2つの水路があり，そのうち一つに

農協の管理する濯i段ポンプがある。このポンプが

設置されたのは1950年代とされているが，現在も

農協によって利用されている。このポンプは村の

約3分の1の面積を網羅し，他の3分の lは個人

で管理され，残りの3分の lは隣村のi墓瓶ポンプ

を利用している。農協の中でポンプの管理人が決

められ，責任をもって管理する。収穫が終わるご

とにi産税費用を徴収するが，この金額は利用者の

土地状況によって異なるものである。農民のニー

ズはi墓j既管理以外にもあるが，稲作農協にとって，

濯瓶の管理は不可欠な事業であり，農民が加入す

る動機にもなると考えられる。これまで，東南ア

ジア地域においては，小規模で，単一機能をもっ

農協が組織化の第 l段階として考えられていた。

ただし，そのような濯瓶機能に限定された農協は

存続が困難であった。それは信用事業や濯瓶管理

など，必要な単一の機能だけでは農民のニーズに

対応できず，総合的な機能が求められているため

表13 信用金額と借入相手

耕地面積 借入金合計
件数

Coop 

(ha) (ベソ) 生産関連
利子率(月)
註 1)

lOha以上 100，∞0-420，0ω 2 1120，∞o 12%/年
5.0-7.0ha 75，∞o 1 170，000 5% 

3.0-5.0ha 14，0∞-50，∞o 2 14，000 5% 

2.0-
10，000-25，。∞ 3 

10，000-
2-5% 

3.0ha 20∞o 

1.0-
2，∞0-

2% 
2.0ha 
2，∞0-18，000 3 18，000 

5%) 
(14，000以上

2，750-45，000 
1.0ha未満

(6，500) (註2) 
6 3，000-150∞ 2-5% 

出所)前出に同じ。

と想定される。

稲作生産の過程で，初めに必要となるのは生産

資材の供給である。生産資材として，種子，肥料，

殺虫剤，除草剤があり，自家用車を所有する場合

など村外の資材販売庖に出かけて購入することも

あるが，大方は農協やDAから購入する。前出の

表 12によると，農民は種子の入手を農協，農民，

その他の機関を利用している。種子に限つては近

隣農家で交換し合う者も多く，資材供給と商人は

分離されている。農協は村の中の身近で信頼度の

高い資材の供給源、として位置付けられている。ま

た，面積規模に関わらず，農民が直接的にDAや

IRRIなどの公的機関とアクセスできるのは，農

協による営農指導，紹介などにより農民とそれら

の機関の距離が狭いことによると考えられる。

これらの生産資材を購入するために，農民には

資金が必要で、ある。一般に，農村における借入の

手段として，村の中の富農による高利貸し，商人，

農協，稀に銀行が想定される。コンセプション村

の中では， 25haを耕作する大農が l軒あり，そ

の妻が高利貸しを営んで、いる(註6)。詳細は不

明であるが，利子率が高いものの利用者は多数存

在するといわれている。この高利貸の資本は，主

に米販売による収益である。もう lf牛の高利貸は

村内に居住する市長の妻で，これは主に家族の出

稼ぎによる所得が財源とされている。商人の利用

についてはコンセプション村の場合はそれほどな

商 人 その他

生産関連 その他
利子率(月) 利子率(月)
註 1) 註 1)

l∞，ωo 。% 3∞，0∞(DBP) 12%/年

5，∞O(親類) 5% 

50，∞O(親類) 2.5% 

5，000(親類) 10% 

2，∞O(親類) 20% 

6，000-
2-5% 500 (母)

30，000 
l∞kg/収穫 3，0∞(近所)

50Kg/収穫
2，000 

註 1)利子率2%/月とは，収穫後(6ヶ月後)には12.6%，1年後には26.8%となる。 5%/月の場合は，6ヶ月後で34%，10%
/月の場合は77.2%の利子率ということになる。

註2) 6人のうち l人由主45，000ペソという例外的な金額であるが，その他の5名の上限は6，500ベソである。
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い。少なくとも，調査対象については2件であり，

むしろそれよりも農協と親類などに依存すること

が多い(表ー3)。特に，信用の対象として商人

を利用するのは.10ha以上の層と 1ha未満層に

のみ見られる。大規模層は極端な投資が必要なた

めに商人信用を利用し，小規模層は生産活動以外

の「その他Jの目的に必要としている。小規模層
に着目すると，農協の信用金額は少額で，これは

農協からの借入金額が面積に比例した金額である

ことや返済の可能性を加味した結果と考えられる。

その他，農協，商人以外に親類などに借入する場

合があるが，親類といえども利子率は商人などよ

りはるかに高く設定されている。

農協の信用事業について LoanPolicyによると，

土地銀行から年利14%で借入，農民には年利24%

で貸し付ける(註7)。貸し付けは現金で行うが，

返済は米の出荷によって行われる。農協からの借

入は12.000ペソ/ha-24.000ペソ/haと範囲が

あるが，例外的に少ない農家を除いて収穫サイク

ルにつき10，000ペソから20.000ペソの範囲が一般

的である。農協への信用のアクセスには規定があ

るが，組合員は低利子で必要な資本を手にいれる

ことができる。農協の場合，たいていは返済が可

能であるが，台風などの影響により極端に収量が

少ない場合，稀に返済が不可能になることもある。

そのような返済が滞った場合には，次の借入時に

より高い利子率で借入することが許可される。信

用の条件として，①耕作地が0.25ha以上である

こと，②近代農法を取り入れること，①濯概を導

入すること，などが要件として含まれている。近

代化と前向きな姿勢を持つことは，農協組合員と

しての最低限のルールということであろう。また，

このようにローンに関する規約を文章化すること

表14 米販売取引先と満足度

取引先
満足度

一一一一一一静穏子、肥料
4一一一一+信用
=之〉生産物

図-3 種子，生産物，信用の流れ

出所)聞き取り調査より作成。

註)土地銀行から Coopへの利子率は年間14%(1 %/ 

月).Coopから農民への利子率は24%(2%/月以

下)である。

は，資金の回収に役立つていると考えられる。た

だし，農民にとって，信用事業に必要な農協の行

う手続き，査定など時間や手間など面倒な点，即

時に調達できない点，教育費など農業に関連しな

い分野については農協の利用は不可能であり，即

時の対応を欠いている点で，これで十分に満足し

ているとは言い切れない。そのような場合には，

農民は高利貸しゃ親類を頼りにするようである。

また，農協の信用方針では. I緊急ローン」を設

け. I家族の病気，火事などの事故が起きたとき，

出資金の50%未満の援助を行う。支払いは2ヶ月

以内に返済された場合は利子がつかない。 3ヶ月

以降は，月に 1%を徴収する。」とあり，かつて

は温情的関係で結ぼれていたとされる地主が行っ

ていた緊急時のパトロン的な役割を農協が果たし

理 由
要望

満足 不満 無回答 Coopについて 商人について

農協のみ利用 5 。 1 価格が有利 なし

農協・商人利用 4 l 組合員だから
息子が商人のため利用

NFAに直接販売
価格操作のため不満

高価格

商人のみ利用 6 l 2 コスト高 高収量

換金作物を植えたい

出所)前出に同じ。
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表15(a) 非農協農村の米販売価格との比較 (件)

サルバシオン コンセプション

雨期 乾期 雨期 乾期

8.5ベソ以上 l 1 

7.5-8.5 2 5 2 2 

7.0-7.5 l 5 1 

6.5-7.0 4 3 2 1 

6.0-6.5 5 2 

5.5-6.0 1 l 

5.0-5.5 1 I 3 

4.5-5.0 1 2 3 

4.0-4.5 5 4 

4.0未満 5 1 

出所)前出に向じ。
註)サルパシオン村とは，協同組合の無い稲作農村。

表15(b) 2つの村の単収の比較 (件)

サルパシオン コンセプション

雨期乾期 合計 雨期乾期 合計

8t1ha以上 1 l 2 2 

7.0-8.0 

6.0-7.0 l 3 4 

5.5-6.0 1 l I l 

5.0-5.5 1 2 3 3 2 5 

4.5-5.0 2 2 4 

4.0-4.5 7 7 2 1 3 

3.5-4.0 2 l 3 l 1 2 

3.0-3.5 6 l 7 3 2 5 

2.5-3.0 l l 2 2 4 

2.0-2.5 l l 4 3 7 

2.0未満 3 2 5 l 。l 
出所)前出に同じ。

ているのである。

図-4には種子と生産物・信用の流れを示した。

農協は，種子を村落内の種苗農家，また一部の農

民はDAから買い取り，村内の農民に販売する。

近年では農協独自の種苗生産を始めている。肥料

や農薬については，農協が特定の農業資材販売業

者で買い付ける。また，農協には籾米を乾燥させ

るスペース(天日干し)と精米機が設置され，精

米した後に等級分けされて外部と取引される。農

民は価格次第では農協を利用する以外にトライシ

クルで15分程度離れた町の商人に販売する。農協

に集められた米は商社またはNFA(National 

Food Authority :国家食糧庁)に販売される。米
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表16 コンセプション村 米販売価格

販売価格 | 雨期 乾期

8.5ペソ以上

7.5-8.5 C，C C，C， 

7.0-7.5 立1

6.5-7.0 C，C c 

6.0-6.5 m，m， 

5.5-6.0 

5.0-5.5 c m c，c m 

4.5-5.0 c 百l，m c，c m 

4.0-4.5 c，c m，m，m，m，m， c，c，c m 

4.0未満 c，c m，m，m ロ1

出所)前出に同じ。
註)cは農協利用 7，cは農協・商人の双方を利用， mは
商人を利用した場合。

価は市場価格によるが，品質によって異なる。農

協に拠れば，農協の販売する優良品種であるため，

村の米価は比較的有利であるという(表-14)。

また，表-14によると農民の販売に対しては，高

価格での販売を要求しつつも，ほとんどが満足と

している。対照として同じ調査を行った農協の存

在しない農村では，その多くが町の商人に販売し

ているが，販売価格に関わらず，満足しないもの

が多い(表 15(aXb)，表一16)。このような意識

は，農民が農協に出荷することで農協の経営を維

持し，参加意識によって満足度の高い出荷→信用

の返済→生産資材の購入→高収量→出荷という循

環を生みだしているのである(註8)。

農協の存立には，農民が農協に出荷し，農協の

資本を増加させることが必要条件である。コンセ

プション農協では，商人と競合しつつ，農家は満

足して農協に出荷していることが特徴である。こ

れは，農協の組合員としての意識が高く，販売の

選択肢として商人が有りながら，購買・信用と連

携する農協を選択することが多く，そのことが農

協の存立に結びついていると考えられる。一方，

農協として，単一の機能に留まらず，生産過程の

総括的な役割により，農民に貢献するとともに，

集荷・販売を通して信用貸付などの資金を回収す

ることができるのである。

しかし農協もまた，資金難を抱えている。表

18には，借入の内訳を示した。 2001年の雨期にお

ける借入金の借り手と金額である。農協はLBP

の他，富裕村内の農民，生産資材を購入する業社
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表17 サルバシオンの農村における商人と販売の満足度

生産作物
満足度

満足 中立

種子・販売を商人利用 米のみ

米+コーン

米+サトウキピ

販売のみ商人利用 米のみ l 

米+野菜，コーン，サトウキピ I 

コーンのみ

市場に直接販売 米のみ

米+ココナッツ

出所)前出に同じ。

表18 CUFCIの借入金内訳 (2001.11-2002.5) 

LBP 726，583.81 

玖Solano 32，250.00 (個人，肥料購入)

LBP 85，218.86 (支払い済み)

LBP 130，323.38 (支払い中)

F.Pintang 58，000.00 (個人，トラック利用)

合計 1，032，376.05 

追加

LBP 726，583.81 

Solano 32，250.00 

F.Pintang 90，0∞.00 
Casurecio 84，475.85 

JL-Trading 23，4∞.00 (支払い済み)
NagaALTA 32，4∞.00 (支払い済み)
LBP P-PL-DS-02 130，323.38 

1，119，433.04 

借入金合計 2，151，809.09 ベソ

出所)聞き取り調査より作成。

註)LBPは土地銀行， V.Solano， F. Pintang， Casurecioの
3名は村在住，他は資材業杜。

1 

1 

から借入を行っていることがわかる。 LBPから

は農民への転貸資金としての借入であり，業社か

らは資材購入における費用，村民からは資材購入

や運送などのコストとして利用されていると考え

られる。かつて，農民が商人や大規模地主に対し

て資材・資本供給を求め，依存し，そのことが

フィリピンの農村における農民の困窮化を象徴し

ていたが，今日のコンセプシヨン村では，かつて

の農民に代わり農協が大規模に資材供給の相手に

対して借入を行っているのである。

終わりに

フィリピンにおける農協は，総合農協の登録が

不満
理由 要望

2 

l 

l 

3 

3 

l 

1 

高コスト，低価格，選択肢が無い 高価格

選択肢がない，価格決定権がない 高価格，政府の方針転換

低価格

低価格，高物価，価格決定権がない 高価格，価格支援，作物の多様化

低価格，価格決定権がない 政府の政策

低価格 高価格

高コスト，低価格

低価格 高価格

最も多いものの，現実には存続が困難で=あるとさ

れていた。共同作業や共同のi墓概管理を必要とす

る稲作農村では，比較的，組織化が容易であると

推測しやすいが，稲作地帯であることは，もはや

組織化の条件とは言い難い。また，1970年代初め

の村落組織である「サマハン・ナヨン」は，組織

化政策としては失敗で，70年代以来の「サマハン

・ナヨンJ，r緑の革命J，r農地改革Jは，むしろ
農村における地主や商人層の地位を上昇させ，農

民の自立化を阻むものと考えられていた。

稲作単作地帯であるコンセプション村は，今日

では総合農協による優良種子の提供，購買， i墓概

管理，販売，信用といった総合的な機能により，

比較的安定した生産を行っている。優良品種導入

や農地改革を経ながら，農村と商人は資材・種子

の供給においては分離され，商人による農村支配

は見られず，それに代わり農民の参加による農協

が資材供給を含めた生産部門で全般的に機能して

いるのである。そしてこの農協も「サマハン・ナ

ヨン」を基礎とする組織であった。

総合農協としての機能に着目すると，施設の利

用に加えて優良品種に対する取り組みが見られる。

農協が独自の供給・販売ルートを確保したことも

重要であった。総合農協でありながら，その機能

を拡大する範囲を稲作生産の範囲にとどめている

ことも特徴である。これまで，総合農協として運

営することは困難であると考えられていた。資金，

人材の面での課題に対し，資金的な余裕はなくと

も，稲作生産の全過程を網羅することで，特に信

用と集荷・販売を通して資金の循環を可能にし，

農協として今日まで存続しえたといえる。このよ
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うな実例は，小規模生産村落における農民組織と

して総合農協の存続の可能性を示すことになるで

あろう。

もっとも興味深い点は，なぜ，商人や地主の台

頭が見られなかったのかという点である。セント

ラル・ルソンや南タガログ地方で見られる「商業

エリート」の台頭，償還農民の土地なし層への転

落，農民層分解が見られなかった点についてのア

プローチは，さらなる存続条件の追求に加えて今

後の課題である。

[註]

(1) 1970年代のマルコス政権期の大統領令27号によ

り，米・トウモロコシ農家を対象に 7haの土地の

保有を上限とした農地改革が施行されたo しかし，

地主層の反発などにより稲作農村でさえも進捗率

が2.7%という低率に留まった。(野沢口参照。)

(2 )マルコス政権期の農地改革では，農民に「土地

移転書」を交付し，農民は土地銀行に25年-30年

間で償還することで土地が分与された。この償還

が終了すると，土地は完全にその農民の所有とな

る。このような農地改革により土地を得る過程の

農民を「償還農民jといい，小作農とは区別して

いる。

(3) 1970年代初頭のマルコス政権下の農地改革は稲

作・トウモロコシ作農民が対象であった。そして

農村の組織化を狙い， 1サマハン・ナヨン(美しい

村)J運動を展開した。この時期の農地改革では，

この組織に加入していることが農地改革の対象者

とされ，農村の意識改革を狙ったが，このような

「上からのJ組織化は全国的に失敗に終わったと

されている。

(4 )後述の通り農村部での生活費は3，000ベソ-6，000

ぺソ/月とされている。このことで， 1組合員あ

たり300ベソというのは小規模であると判断される。

(5 )より多くのメンバーが農協の役職に就くことで，

付加所得の機会を得られる他，メンバーとしての

自覚・意識が向上し，農協の運営にも有利である。

(6 )聞き取り調査による。

( 7) CUFCI Credit Policy による。利子は，実際に

は月に 2%であり， 150日が期日である。また，米

が収穫され，販売されてから 7日以内に返済をし

なければ，月に2%のペナルテイが付加される。

(8) 1991年の農協資料により農協の資本の内訳を見

ると，総資産5，582，168ベソのうち，受取勘定が

3，095，949ベソで約半分を占めており，取引による

利益が高いということを示している O
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[DC 1] Role and function are verγsimilar in mean-

ing. It would be strange ωuse them together here. 

[DC 2 J Are these two different points or do you 

mean， " They began to amortize their debts with 

the hope ofbecoming landowners. " 

[DC 3] 1 am guessing at what you are trying to sa匹

This is what 1 think you mean. 
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